
※　　　　　は法による手続き

都市計画提案制度事務処理フロー

＜ 　事 前 相 談 ( 任 意 )　＞

※都市計画に関するご相談やお問い合わせにつきまして
　は，相談票がなくても随時お受けいたしております。

相談者・提案者 旭  川  市 

相談票の提出 
 提案要件及び 
  提案内容の確認 

相談結果の通知 提案書類等の作成 

提案書類等の提出 受   付 

 決定権者が旭川市以外の提案 

 一般的なまちづくりの提案 

    提案要件の確認 
 
 

   

 
 
  

 ・補正される見込があるか 

提案書類等の確認 

提案要件に適合しない 

提  案  結  果  の  公  表 

他の権者に提出 

補  正 

同じ提案書類等の提出の協力求める 

補正を求める 

３ヶ月以内に補正し提出 

判  断 
※決定又は変更の要、不要について 

提案できない旨の通知 

Ｏ Ｋ Ｎ Ｏ 

要 

判 断 の 結 果 通 知 

意見書提出 

市
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判
断
に
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定
的
な
意
見

 

決定等に肯定的 

不要 

決定等不要 
に肯定的 

資料作成の協力 

旭川市以外の都市計画 
決定権者が含まれる時 

提案書類の補正が 
必要な時 

北海道又は   
関係機関と調整 

案の作成 

公聴会等 

公告・縦覧 

旭川市都市計画審議会 
 ※市の判断に対する意見  意見書を報告 

決定・変更の告示 

北海道又は 
関係機関と調整 

都市計画の案を添付 

※ホームページ等 

判 断 結 果 の 通 知 

法２１の２ 

法２０ 

法２１の３ 

法２１の３ 
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法１７ 

法２１の４ 

太枠 




